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 環境基準が設定されている、二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、光化学オキシダント、浮遊粒子状物質、

微小粒子状物質及び関連した物質として一酸化窒素、非メタン炭化水素、メタンを自動観測装置により24時間 

365日測定した常時監視の結果を報告する。 

Ⅰ部 大気環境常時監視 

 項目名 記載概要 

１  大気環境常時監視の概要  

1-1 常時監視測定局の配置図 測定局配置図 

1-2 常時監視測定局の設置状況 2022年度における常時監視測定局の一覧 

1-3 大気情報管理システム ネットワーク構成図 

1-4 常時監視測定機器の整備状況 市町村別機器整備状況 

1-5 測定方法 大気汚染物質及び気象の測定方法 

1-6 大気汚染に係る環境基準と評価について 環境基準と評価方法 

２ 常時監視測定結果  

          

 

 

2-1 

2-2 

2-3 

2-4 

2-5 

2-6 

2-7 

2-8 

 以下の項目については概ね右記の項目を記載

している。 

 

二酸化硫黄（ＳＯ2） 

二酸化窒素（ＮＯ2） 

一酸化窒素（ＮＯ） 

一酸化炭素（ＣＯ） 

光化学オキシダント（Ｏｘ） 

浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 

微小粒子状物質（ＰＭ２．５） 
炭化水素（非メタン炭化水素（ＮＭＨＣ）、メタン（CH4）） 

 

 

 

(1) 地理的分布 

(2) 月平均値の経月変化 

(3) 年平均値の経年推移 

(4) 環境基準の達成状況 

(5) 緊急時発令等の状況 

(6) 年平均値等の濃度上位局 

 PM2.5については、成分分析の結果を記載

している。一酸化窒素、炭化水素について

は、環境基準が定められていないため、環境

基準の達成状況は記載していない。非メタン

炭化水素については指針値の達成状況を記

載している。 
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１ 大気環境常時監視の概要 

1-1 常時監視測定局の配置図 

（一般大気環境測定局） 

図1-2-1 常時監視測定局配置図 

      図中の測定局名は市町村名を省略。自排局については 

      (車)を省略。地域は光化学スモッグ注意報の発令地域名 

      を示し、区分を太線で示した。 

常時監視測定局の配置を図1-2-1に示した。地図中の名称は市町名を除いた略名である。 

（自動車排出ガス測定局） 
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1-2 常時監視測定局の設置状況 

 2022年度末現在の県下の常時監視測定局の設置数は、一般環境大気測定局(以下、一般局）92局(30市５町)、自動車排出

ガス測定局(以下、自排局とし、局名の後ろに(車)と表記）27局(16市)の合計119局(うち県設置局39局)である。 

 なお、鎌ケ谷 初富 (車)局は休止中。 

表1-1 2022年度における常時監視測定局の一覧(一般局）(1) (表中の地域は光化学スモッグ注意報の発令地域名) 
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流山平和台の微小粒子状物質測定機は県設置機器。 

君津久保局の雨量計は君津市設置機器。 

千葉市の測定局名は環境省が行っている属性調査における測定局名 

測定項目欄の○等の後の数字は測定方法コードを表す。 
設置主体

略名 所管期間

国 国

県 県

政 指定都市

中 中核市

特 特例市

大 大気汚染防止法の政令市

－ その他の市町村

企 企業

他 その他

用途地域

略名 該当地域

住

都市計画法第8条第1項第1号の
用途地域のうち「第1種低層住居
専用地域」「第2種低層住居専用
地域」「第1種中高層住居専用地
域」「第2種中高層住居専用地域」
「第1種住居地域」「第2種住居地
域」及び「準住居地域」

商
同号の用途地域のうち「近隣商業
地域」及び「商業地域」

準工
同号の用途地域のうち「準工業地
域」

工
同号の用途地域のうち「工業地
域」

工専
同号の用途地域のうち「工業専用
地域」

未
都市計画法第8条第1項第1号、第
7号及び第9号のいずれにも該当
しない地域

風致
都市計画法第8条第1項第7号「風
致地区」

臨港
都市計画法第8条第1項第9号「臨
港地区」

その他 その他いずれにも該当しない地域

○
年間を通じて測定し、有効測定※
となった項目

●
年間を通じて測定し、有効測定と
ならなかった項目

△
年度中に廃止したが有効測定と
なった項目

▲
年度中に廃止し有効測定とならな
かった項目

□
年度途中に設置し有効測定となっ
た項目

■
年度途中に設置し有効測定となら
なかった項目

測定方法コード表

コード 二酸化硫黄（SO2）

1 溶液導電率法（従来型）

2 溶液導電率法（高感度型）

3 紫外線蛍光法

コード 窒素酸化物（NOｘ）

1 吸光光度法

2 化学発光法

コード 一酸化炭素（CO)

1 非分散型赤外線吸収法

コード 浮遊粒子状物質（SPM)

1 光散乱法

2 圧電天びん法

3 β線吸収法

コード 微小粒子状物質（PM２．５)

1 フィルター捕集－質量法

11 β線吸収法

12 フィルター振動法

13 光散乱法

14 β線吸収法・光散乱法ハイブリッド

コード 非メタン炭化水素（NMHC)

1 直接法

2 差量法（プロパン換算あり）

3 差量法（プロパン換算なし）

コード 風向風速

1 プロペラ式

2 超音波式

コード 気温

1 白金抵抗式

コード 湿度

1 静電容量式

コード 日射量

1 エプリー型差温式

コード 雨量

1 転倒ます式

※「有効測定」とは、微小粒子状物質は250
日以上、他は6,000時間以上の測定をいう。
（ただし、オキシダントについては測定時間
等の規定なし）
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表1-1 2022年度における常時監視測定局の一覧(一般局）(2) (表中の地域は光化学スモッグ注意報の発令地域名) 

表1-2 2022年度における常時監視測定局の一覧(自排局） (表中の地域は光化学スモッグ注意報の発令地域名) 
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設置主体

略名 所管期間

国 国

県 県

政 指定都市

中 中核市

特 特例市

大 大気汚染防止法の政令市

－ その他の市町村

企 企業

他 その他

用途地域

略名 該当地域

住

都市計画法第8条第1項第1号の
用途地域のうち「第1種低層住居
専用地域」「第2種低層住居専用
地域」「第1種中高層住居専用地
域」「第2種中高層住居専用地域」
「第1種住居地域」「第2種住居地
域」及び「準住居地域」

商
同号の用途地域のうち「近隣商業
地域」及び「商業地域」

準工
同号の用途地域のうち「準工業地
域」

工
同号の用途地域のうち「工業地
域」

工専
同号の用途地域のうち「工業専用
地域」

未
都市計画法第8条第1項第1号、第
7号及び第9号のいずれにも該当
しない地域

風致
都市計画法第8条第1項第7号「風
致地区」

臨港
都市計画法第8条第1項第9号「臨
港地区」

その他 その他いずれにも該当しない地域

○
年間を通じて測定し、有効測定※
となった項目

●
年間を通じて測定し、有効測定と
ならなかった項目

△
年度中に廃止したが有効測定と
なった項目

▲
年度中に廃止し有効測定とならな
かった項目

□
年度途中に設置し有効測定となっ
た項目

■
年度途中に設置し有効測定となら
なかった項目

測定方法コード表

コード 二酸化硫黄（SO2）

1 溶液導電率法（従来型）

2 溶液導電率法（高感度型）

3 紫外線蛍光法

コード 窒素酸化物（NOｘ）

1 吸光光度法

2 化学発光法

コード 一酸化炭素（CO)

1 非分散型赤外線吸収法

コード 浮遊粒子状物質（SPM)

1 光散乱法

2 圧電天びん法

3 β線吸収法

コード 微小粒子状物質（PM２．５)

1 フィルター捕集－質量法

11 β線吸収法

12 フィルター振動法

13 光散乱法

14 β線吸収法・光散乱法ハイブリッド

コード 非メタン炭化水素（NMHC)

1 直接法

2 差量法（プロパン換算あり）

3 差量法（プロパン換算なし）

コード 風向風速

1 プロペラ式

2 超音波式

コード 気温

1 白金抵抗式

コード 湿度

1 静電容量式

コード 日射量

1 エプリー型差温式

コード 雨量

1 転倒ます式

※「有効測定」とは、微小粒子状物質は250
日以上、他は6,000時間以上の測定をいう。
（ただし、オキシダントについては測定時間
等の規定なし）


